
 

令和２年第３回鹿嶋市議会定例会提出追加議案説明書 

 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

      【福祉事務所 生活福祉課】 

 

 諮問第１号から諮問第３号までは，人権擁護委員候補者の推薦について，人権擁護

委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものです。 

 

・丸山 美津江（再任） 

 人格識見が高く，生活福祉や児童福祉にも長けており，地域の実情にも通じている。

公正な立場で相談に応じ，必要な法律上の知識習得に努めるなど積極的な活動をして

いる。 

 平成１１年６月１日から鹿嶋市人権擁護委員に就任している。 

 

・本宮 和子（再任） 

 人権についての見識があり，公民館活動を牽引してきた。地域活動の実践者として，

地域の実情にも通じている。公正な立場で相談に応じ，必要な法律上の知識習得に努

めるなど積極的な活動をしている。 

 平成２１年１月１日から鹿嶋市人権擁護委員に就任している。 

 

・松岡 みち子（再任） 

 人格識見が高く，長年にわたり児童・生徒の健全育成に尽力してきた。地域の実

情にも通じており，公正な立場で相談に応じ，必要な法律上の知識習得に努めるなど

積極的な活動をしている。 

 平成３０年１月１日から鹿嶋市人権擁護委員に就任している。 

 

 

 以上で説明を終わりますが，なお詳細につきましては，お手元の議案書により御審

議のうえ，適切な議決を賜りますようお願いいたします。 


